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(57)【要約】
【課題】塀の汚損を抑制するとともに、笠木を容易に施
工できる笠木施工用部材および笠木施工方法の提供を課
題とする。
【解決手段】天板部１１と、笠部１３と、側板部１５と
、笠側部１６と、笠部１３の外側端部から上方に向かっ
て立設され、下方から上方に向かって塀本体３の外側に
漸次傾斜する傾斜片１７ａを有する壁部１７と、笠木材
料受部１９と、笠側部１６の下方において、延設方向に
沿って延在するとともに、下方に向かって立設された主
水切り板２３と、を備え、主水切り板２３は、上方から
下方に向かって、塀２の側面２ａから離れるように外側
に傾斜している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　塀の上部の笠木を配設するために、塀本体の上端縁部に対応する延設方向に沿って設置
される笠木施工用部材であって、
　前記延設方向に沿って前記塀本体の上端面に配置され、上方に笠木材料が配設される天
板部と、
　前記天板部から前記塀本体の外側に向かって張り出し形成され、上方に前記笠木材料が
配設される笠部と、
　前記天板部と前記笠部との境界部分において、前記塀本体の側面に沿って下方に向かっ
て立設された側板部と、
　前記笠部の外側端部から下方に向かって立設された笠側部と、
　前記笠部の外側端部から上方に向かって立設され、下方から上方に向かって前記塀本体
の外側に漸次傾斜する傾斜片を有する壁部と、
　前記壁部の下方において、前記塀本体の外側に向かって張り出し形成され、上方に前記
笠木材料が配設される笠木材料受部と、
　前記笠側部の下方において、前記延設方向に沿って延在するとともに、下方に向かって
立設された主水切り板と、
　を備え、
　前記主水切り板は、上方から下方に向かって、前記塀の側面から離れるように外側に傾
斜していることを特徴とする笠木施工用部材。
【請求項２】
　請求項１に記載の笠木施工用部材であって、
　前記天板部には、貫通孔が形成されていることを特徴とする笠木施工用部材。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の笠木施工用部材であって、
　前記笠部には、前記延設方向に沿って延在する水返し板が上方に向かって立設され、
　前記水返し板は、前記塀本体の外側に配置されていることを特徴とする笠木施工用部材
。
【請求項４】
　請求項３に記載の笠木施工用部材であって、
　前記笠部には、前記水返し板と前記壁部との間に、前記笠部を貫通する排水孔が形成さ
れていることを特徴とする笠木施工用部材。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の笠木施工用部材であって、
　前記壁部の端部には、他の前記笠木施工用部材の前記壁部と係止可能な係止部を設けた
ことを特徴とする笠木施工用部材。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の笠木施工用部材であって、
　前記笠部における前記主水切り板と前記側板部との間には、前記延設方向に沿って延在
する少なくとも一枚の副水切り板が、下方に向かって立設されていることを特徴とする笠
木施工用部材。
【請求項７】
　請求項１に記載の笠木施工用部材を複数用いた笠木施工方法であって、
　前記塀本体の上端面に第一の前記笠木施工用部材と、第二の前記笠木施工用部材とを前
記延設方向に離間して設置する第一設置工程と、
　第一の前記笠木施工用部材と、第二の前記笠木施工用部材との離間距離に対応して第三
の前記笠木施工用部材を切断する切断工程と、
　第一の前記笠木施工用部材と、第二の前記笠木施工用部材との間に、切断した第三の前
記笠木施工用部材を設置する第二設置工程と、
　を備えたことを特徴とする笠木施工方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば建物の外構に設けられた塀等に、笠木を施工する際に用いる笠木施
工用部材および笠木施工方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　住宅等の外構に設けられたブロック等からなる塀の上部には、塀の保護や装飾等の目的
で塀の上端面を覆うように笠木が配設される。
　笠木の配設方法としては、例えば樹脂材料や金属材料、コンクリート等で予め形成され
た笠木を、ブラケットやセメント等を介して塀の上部に固定して配設する方法や、現場で
職人がモルタルにより塀の上部に笠木を形成して配設する方法がある。
　ここで、笠木および塀の多様なデザインに対応する場合、職人の手作業により笠木が配
設されることが多い。
【０００３】
　職人が手作業により笠木を配設する場合、以下のような流れで施工される。
　まず、角材等の幅木を塀の上端面に固定して、笠木形成領域に対応した型枠を形成する
。続いて、型枠内にモルタルを充填し、コテ等を用いてモルタルの表面を仕上げる。そし
て、モルタルが硬化した後、型枠を取り外すことで笠木が形成される。
【０００４】
　ところで、降雨時の雨水等は、笠木により誘導されて塀の側面よりも外側において下方
に落下するようになっている。このとき、土ほこり等の塵埃を含んだ雨水が塀の側面上を
流れて塵埃が塀に対して線状に付着するいわゆる雨垂れが発生し、塀の側面を汚損するお
それがある。
【０００５】
　このような問題を解決するために、例えば特許文献１には、上面が外側から内側へ向か
って斜め下方へ傾斜するとともに、笠木の両端底面部において上方に凹み形成された水切
り部を備えた笠木が記載されている。特許文献１によれば、雨水が勢いよく流下しやすく
なるとともに、水切り部により塀へ雨水が伝わるのを効果的に阻止できるので、塀の汚損
や劣化を効果的に防止できるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】登録実用新案第３０９４０１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述した特許文献１の構成にあっては、凹み形成された水切り部の表面
を雨水等が伝搬して塀の側面に到達し、塀の側面上を流れて塀の側面を汚損するおそれが
ある。また、外側の水切り部にあっては、塀の側面に近接配置されているため、水切り部
から下方に落下した雨水等が、地面に到達する前に塀の側面に付着し、塀の側面上を流れ
て塀の側面を汚損するおそれがある。
　さらに、特許文献１に記載の笠木の施工方法については、具体的に開示されていない。
とりわけ、特許文献１に記載の笠木を現場で形成する際には、上面が所定の傾斜角度とな
るように施工する必要があるため、煩雑な工程が必要となるおそれがある。
【０００８】
　そこで、本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、塀の汚損を抑制する
とともに、笠木を容易に施工できる笠木施工用部材および笠木施工方法の提供を課題とす
る。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　上記の課題を解決するため、本発明の笠木施工用部材は、塀の上部の笠木を配設するた
めに、塀本体の上端縁部に対応する延設方向に沿って設置される笠木施工用部材であって
、前記延設方向に沿って前記塀本体の上端面に配置され、上方に笠木材料が配設される天
板部と、前記天板部から前記塀本体の外側に向かって張り出し形成され、上方に前記笠木
材料が配設される笠部と、前記天板部と前記笠部との境界部分において、前記塀本体の側
面に沿って下方に向かって立設された側板部と、前記笠部の外側端部から下方に向かって
立設された笠側部と、前記笠部の外側端部から上方に向かって立設され、下方から上方に
向かって前記塀本体の外側に漸次傾斜する傾斜片を有する壁部と、前記壁部の下方におい
て、前記塀本体の外側に向かって張り出し形成され、上方に前記笠木材料が配設される笠
木材料受部と、前記笠側部の下方において、前記延設方向に沿って延在するとともに、下
方に向かって立設された主水切り板と、を備え、前記主水切り板は、上方から下方に向か
って、前記塀の側面から離れるように外側に傾斜していることを特徴としている。
【００１０】
　本発明によれば、笠側部の下方において下方に向かって立設された主水切り板を備えて
いるので、笠木材料受部の上方に形成された笠木の側面を下方に向かって流れる雨水が、
笠木材料受部の下面を伝搬したあと主水切り板によって下方に誘導されて落下することが
できる。しかも、主水切り板が上方から下方に向かって、塀の側面から離れるように外側
に傾斜しているので、塀の側面から離反するように雨水を落下させることができる。した
がって、雨水等によって運ばれた塵埃が塀に対して線状に付着する、いわゆる雨垂れ等の
発生を効果的に抑制し、塀の汚損を抑制することができる。
　また、天板部と側板部とにより隅部が形成されるので、この隅部と、塀本体の上端縁部
とを合わせ、塀本体の上端縁部に沿って天板部を配置することにより、塀本体の上端面に
おいて塀本体の上端縁部に沿うように笠木施工用部材を簡単に設置できる。また、塀本体
の上端縁部に沿うように笠木施工用部材を設置することにより、笠木施工用部材の壁部に
よって笠木材料を充填する領域を画成できる。したがって、型枠を設置することなく笠木
材料を充填して、笠木を施工できる。さらに、笠木施工用部材は、除去されることなくそ
のまま笠木材料に埋設されるので、笠木の強度が確保できるとともに、従来のように型枠
を取り外す工程が不要となる。したがって、簡単な施工作業で笠木を配設できる。
【００１１】
　また、前記天板部には、貫通孔が形成されていることを特徴としている。
【００１２】
　本発明によれば、接着剤を用いて塀本体の上端面に天板部を配置する際に、貫通孔に接
着剤が入り込むので、塀本体の上端面に天板部を強固に固定できる。したがって、笠木施
工用部材の脱落を防止して、笠木の施工作業を安定して行うことができる。
【００１３】
　また、前記笠部には、前記延設方向に沿って延在する水返し板が上方に向かって立設さ
れ、前記水返し板は、前記塀本体の外側に配置されていることを特徴としている。
【００１４】
　本発明によれば、水返し板が塀本体の外側に配置されているので、塀本体の外側におい
て、水返し板よりも内側に水分が浸透するのを妨げることができる。これにより、笠木の
内部に浸透した水分が、塀本体に到達するのを妨げることができるので、塀本体の腐食を
抑制できる。
【００１５】
　また、前記笠部には、前記水返し板と前記壁部との間に、前記笠部を貫通する排水孔が
形成されていることを特徴としている。
【００１６】
　本発明によれば、水返し板により浸透が妨げられた水分を排水孔から排出できるので、
水分が塀本体に浸透するのを確実に抑制できる。
【００１７】
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　また、前記壁部の端部には、他の前記笠木施工用部材の前記壁部と係止可能な係止部を
設けたことを特徴としている。
【００１８】
　本発明によれば、塀本体の上端縁部に沿うように笠木施工用部材を設置する際に、複数
の笠木施工用部材を互いに係止して連設できる。したがって、笠木施工用部材の大型化を
抑制しつつ、複数の笠木施工用部材の壁部によって笠木材料を充填する領域を画成できる
。
【００１９】
　また、前記笠部における前記主水切り板と前記側板部との間には、前記延設方向に沿っ
て延在する少なくとも一枚の副水切り板が、下方に向かって立設されていることを特徴と
している。
【００２０】
　本発明によれば、笠部における主水切り板と側板部との間に、少なくとも一枚の副水切
り板を備えているので、仮に主水切り板よりも塀の側面側に雨水が回りこんだとしても、
副水切り板によって雨水を下方に落下させることができる。したがって、雨水が笠部の下
面を伝搬して塀の側面に到達するのを確実に抑制できる。とりわけ、副水切り板が笠部の
排水孔よりも塀の側面側に設けられた場合には、排水孔から排水された雨水等が、塀の側
面に到達するのを確実に遮断できる。
【００２１】
　また、本発明の笠木施工方法は、前記塀本体の上端面に第一の前記笠木施工用部材と、
第二の前記笠木施工用部材とを前記延設方向に離間して設置する第一設置工程と、第一の
前記笠木施工用部材と、第二の前記笠木施工用部材との離間距離に対応して第三の前記笠
木施工用部材を切断する切断工程と、第一の前記笠木施工用部材と、第二の前記笠木施工
用部材との間に、切断した第三の前記笠木施工用部材を設置する第二設置工程と、を備え
たことを特徴としている。
【００２２】
　本発明によれば、第一の笠木施工用部材と、第二の笠木施工用部材との離間距離に対応
して第三の笠木施工用部材を切断する切断工程と、第一の笠木施工用部材と、第二の笠木
施工用部材との間に、切断した第三の笠木施工用部材を設置する第二設置工程とを備えて
いるので、所定の位置に第一の笠木施工用部材と、第二の笠木施工用部材とを設置しつつ
、両笠木施工用部材の間に、第三の笠木施工用部材を精度よく設置できる。したがって、
複数の笠木施工用部材を塀本体の上端面に連設して設置する際に、所定の位置に複数の笠
木施工用部材を簡単に設置できる。したがって、笠木施工用部材の寸法誤差に起因する、
笠木施工用部材の設置位置のズレを防止できるので、笠木を精度よく配設できる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、笠側部の下方において下方に向かって立設された主水切り板を備えて
いるので、笠木材料受部の上方に形成された笠木の側面を下方に向かって流れる雨水が、
笠木材料受部の下面を伝搬したあと主水切り板によって下方に誘導されて落下することが
できる。しかも、主水切り板が上方から下方に向かって、塀の側面から離れるように外側
に傾斜しているので、塀の側面から離反するように雨水を落下させることができる。した
がって、雨水等によって運ばれた塵埃が塀に対して線状に付着する、いわゆる雨垂れ等の
発生を効果的に抑制し、塀の汚損を抑制することができる。
　また、天板部と側板部とにより隅部が形成されるので、この隅部と、塀本体の上端縁部
とを合わせ、塀本体の上端縁部に沿って天板部を配置することにより、塀本体の上端面に
おいて塀本体の上端縁部に沿うように笠木施工用部材を簡単に設置できる。また、塀本体
の上端縁部に沿うように笠木施工用部材を設置することにより、笠木施工用部材の壁部に
よって笠木材料を充填する領域を画成できる。したがって、型枠を設置することなく笠木
材料を充填して、笠木を施工できる。さらに、笠木施工用部材は、除去されることなくそ
のまま笠木材料に埋設されるので、笠木の強度が確保できるとともに、従来のように型枠
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を取り外す工程が不要となる。したがって、簡単な施工作業で笠木を配設できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】笠木を備えた塀の斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図３】笠木施工用部材の斜視図である。
【図４】笠木施工方法のフローチャートである。
【図５】笠木施工方法の説明図である。
【図６】笠木施工方法の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下に、本発明の実施形態にかかる笠木施工用部材について、図面を用いて説明する。
　図１は、本実施形態の笠木施工用部材により施工された笠木５を備えた塀２の斜視図で
ある。なお、以下では、塀２の幅方向を単に幅方向という。また、上下方向は、鉛直上下
方向に相当する。
　図１に示すように、塀２は、例えば建物１の外構に用いられるものであって、建物１を
囲うように設けられている。
【００２６】
　図２は、図１のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
　図２に示すように、塀２は、塀本体３と、塀本体３の側面３ａを覆って塀２の側面２ａ
を形成する仕上材６と、塀本体３の上部に設置された笠木５とにより構成されている。な
お、以下の説明では、塀２の幅方向の中央において塀２に沿う面を仮想面Ｏとし、塀本体
３の側面３ａから見て、仮想面Ｏ側を内側といい、仮想面Ｏとは反対側を外側という。
【００２７】
　塀本体３は、例えばコンクリート等からなるブロック材を複数積み上げることにより形
成される。各ブロック材は、上下方向に連通する不図示の孔部が形成されており、不図示
の鉄筋が挿通される。各ブロック材の孔部および各ブロック材の間には、モルタルやセメ
ント等が充填されており、ブロック材、鉄筋および各ブロック材同士がモルタルやセメン
ト等により固定される。
　塀本体３の側面３ａを覆う仕上材６は、例えばモルタルからなり、吹き付け塗装やコテ
等により塗布することで形成される。仕上材６の厚さは、例えば１０ｍｍ程度であり、後
述する笠木施工用部材１０の側板部１５を埋設しつつ配設される。
【００２８】
　笠木５は、塀本体３の上端面３ｂに設置される一対の笠木施工用部材１０と、笠木５の
外形を形成するモルタル等の笠木材料８（上部笠木材料８ａ、側部笠木材料８ｂ）と、に
より構成されている。上部笠木材料８ａにより形成される笠木５の上面は、幅方向の中間
部から両外側に向かって、下方に漸次傾斜する傾斜面となっている。なお、笠木５の上面
の傾斜角度はわずかであるため、各図では、平坦面として図示している。また、側部笠木
材料８ｂにより形成される笠木５の側面は、垂直面となっている。
【００２９】
　笠木施工用部材１０は、塀本体３の上部に笠木５を配設するために設置されるものであ
って、塀本体３の上端面３ｂの上端縁部３ｃに沿うように、幅方向の両側に延設されてい
る。なお、以下の説明において、上端縁部３ｃに対応する笠木施工用部材１０の延設され
る方向を延設方向という。また、一対の笠木施工用部材１０は、同一形状をしており、仮
想面Ｏを挟んで対称となるように設置されている。したがって、以下の説明では、一方（
図２における右側）の笠木施工用部材１０について説明をし、他方（図２における左側）
の笠木施工用部材１０については説明を省略している。
【００３０】
　笠木施工用部材１０は、例えばステンレスやアルミニウム等の耐腐食性に優れた金属や
樹脂材料等により形成される板状の長尺部材であり、例えば押し出し成型により形成され
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る。笠木施工用部材１０は、主に天板部１１と、笠部１３と、側板部１５と、笠側部１６
と、壁部１７と、笠木材料受部１９と、水返し板２１と、主水切り板２３とにより形成さ
れている。以下に、笠木施工用部材１０の各部について詳細に説明する。
【００３１】
　図３は、笠木施工用部材１０の斜視図である。なお、図３では、笠木材料８および塀２
を二点鎖線で図示している。
　天板部１１は、平板状に形成されており、塀本体３の上端縁部３ｃに対応する延設方向
沿って塀本体３の上端面３ｂに延設されている。図３に示すように、天板部１１の上面に
は、凹凸が形成されており、断面視で例えば略波型形状に形成されている。また、天板部
１１の内側端部は、上方に立ち上がるように形成されている。このように、天板部１１の
上面を略波型形状に形成するとともに、天板部１１の内側端部を上方に立ち上がるように
形成することで、天板部１１の上面の表面積を増加させることができる。これにより、天
板部１１の上方に上部笠木材料８ａを配設したときに、天板部１１の上面と上部笠木材料
８ａとの密着面積を増大させることができる。したがって、上部笠木材料８ａが固化した
ときに、天板部１１と上部笠木材料８ａとが互いに良好に密着できる。
【００３２】
　また、天板部１１には、複数の貫通孔１１ａが形成されている。貫通孔１１ａは、例え
ば延設方向に沿って等間隔に、かつ幅方向に２列に並んで設けられている。貫通孔１１ａ
を設けることにより、例えばコンクリートボンド等の接着剤を用いて塀本体３の上端面３
ｂに天板部１１を配置する際に、貫通孔１１ａに接着剤が入り込むので、塀本体３の上端
面３ｂに天板部１１を強固に固定できる。したがって、笠木施工用部材１０の脱落を防止
して、笠木５の施工作業を安定して行うことができる。
【００３３】
　笠部１３は、天板部１１から塀本体３の外側に向かって張り出し形成されている。笠部
１３の上面には、天板部１１の上面と同様に凹凸が形成されており、断面視で例えば略波
型形状に形成されている。笠部１３の上方には、上部笠木材料８ａが配設される。
　また、笠部１３には、上下方向に貫通する排水孔１３ａが複数形成されている。排水孔
１３ａは、例えば延設方向を長軸方向とし、幅方向を短軸方向とする長円形状に形成され
ている。排水孔１３ａを設けることにより、笠木材料８に浸透した水分を排出できるよう
になっている。
【００３４】
　図２に示すように、側板部１５は、天板部１１と笠部１３との境界部分において、塀本
体３の側面３ａに沿って下方に向かって立設されている。天板部１１と側板部１５との間
に形成される隅部は、略直角に形成されている。この隅部と、塀本体３の上端縁部３ｃと
を合わせて位置決めしつつ、笠木施工用部材１０を配設している。側板部１５は、塀本体
３に塗布される仕上材６に埋設されて固定される。
　笠側部１６は、笠部１３の外側端部から下方に向かって立設されている。笠側部１６は
、笠部１３と側板部１５とともに、下方に開口を有する凹部１０ａを形成している。この
凹部１０ａにより、雨水等が笠側部１６および笠部１３を伝搬して塀２に到達するのを抑
制している。
【００３５】
　また、側板部１５と笠側部１６との間には、笠部１３の下面から下方に向かって、マー
ク板１４が立設されている。マーク板１４は、塀本体３の側面３ａに仕上材６を塗布する
際の目印として機能する。具体的には、マーク板１４の外側面と面一となるように、塀本
体３の側面３ａに仕上材６を塗布することにより、仕上材６の厚さの目印とすることがで
きる。
【００３６】
　壁部１７は、基端部が笠部１３の外側端部から上方に向かって垂直方向に立設されてお
り、先端部が下方から上方に向かって塀本体３の外側に漸次傾斜する傾斜片１７ａとなっ
ている。壁部１７の傾斜片１７ａにおける先端部１７ｂは、例えば断面視でＴ字形状に形
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成されるとともに、先端面が外側に膨出した凸曲面状に形成されている。
　図３に示すように、傾斜片１７ａには、貫通孔１７ｃが形成されている。貫通孔１７ｃ
は、例えば延設方向に沿って等間隔に、かつ幅方向に２列に並んで設けられている。貫通
孔１７ｃを形成することにより、笠木施工用部材１０に笠木材料８を充填した際に、貫通
孔１７ｃに笠木材料８が食い込むので、笠木材料８が固化した後に壁部１７から剥離する
のを抑制できる。
【００３７】
　壁部１７の端部には、クリップ２５（請求項の「係止部」に相当。）が設けられている
。クリップ２５は、例えば樹脂材料等により形成された板状部材であり、延設方向を長軸
方向とする長円形状に形成されている。クリップ２５の長手方向の両端には、例えば壁部
１７の傾斜片１７ａに形成された貫通孔１７ｃに係止可能な不図示の爪部を有している。
クリップ２５は、一方の爪部が一の笠木施工用部材１０における壁部１７の貫通孔１７ｃ
に係止され、他方の爪部が他の笠木施工用部材１０における壁部１７の貫通孔１７ｃに係
止されることにより、一の笠木施工用部材１０と他の笠木施工用部材１０とを接続する。
【００３８】
　クリップ２５は、壁部１７の内側主面および外側主面の少なくともいずれか一方の主面
に設けられる。とりわけ、クリップ２５は、壁部１７の外側主面に設けられるのが好まし
い。クリップ２５を壁部１７の外側主面に設けることにより、笠木５の施工時において、
複数の笠木施工用部材１０の壁部１７よりも内側の領域に上部笠木材料８ａを充填したと
きであっても、笠木施工用部材１０が外側に脱落するのを防止できる。したがって、笠木
５の施工作業を安定して行うことができる。
【００３９】
　図２に示すように、笠木材料受部１９は、壁部１７の下方において、塀本体３の外側に
向かって、水平方向に沿うように張り出し形成されている。笠木材料受部１９は、笠側部
１６の下端部から幅方向における壁部１７の張り出し位置と略同一の位置まで、水平方向
に張り出し形成されている。壁部１７と笠木材料受部１９との間には、笠木５を形成する
側部笠木材料８ｂが充填される。
　笠木材料受部１９の外側端部は、上方に突出した鉤部１９ａとなっている。鉤部１９ａ
は断面視でクランク形状に形成されている。鉤部１９ａは、施工後の側部笠木材料８ｂに
埋設されることにより、側部笠木材料８ｂが固化した後に、側部笠木材料８ｂが笠木材料
受部１９から剥離するのを抑制している。
【００４０】
　水返し板２１は、延設方向に沿って延在するとともに、天板部１１と笠部１３との境界
部分において上方に向かって立設されている。水返し板２１の先端部は、外側に屈曲形成
されている。水返し板２１は、例えば笠木材料８と壁部１７との間等から笠木５の内部に
浸透した水分が、水返し板２１よりも内側に浸透するのを抑制している。これにより、笠
木５の内部に浸透した水分が、塀本体３に到達するのを妨げている。
　ここで、前述した排水孔１３ａは、水返し板２１と壁部１７との間であって、水返し板
２１よりも外側に設けられている。これにより、水返し板２１により内側への浸透が妨げ
られた水分は、排水孔１３ａから排出される。
【００４１】
　主水切り板２３は、笠側部１６の下方において、延設方向に沿って延在するとともに、
下方に向かって立設されている。主水切り板２３は、上方から下方に向かって、塀２の側
面２ａから離れるように外側に傾斜している。主水切り板２３の垂直方向に対する傾斜角
度は、例えば４５°程度に設定されている。主水切り板２３は、基端側から先端側に向か
って、板厚が漸次狭くなるように形成されている。主水切り板２３は、雨水等が笠木５の
側面および笠木材料受部１９の下面を伝搬して、塀２の側面２ａに流れるのを遮断すると
ともに、遮断した雨水等を下方に滴下している。
【００４２】
　主水切り板２３と側板部１５との間であって、マーク板１４よりも外側には、副水切り
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板２４が一枚設けられている。副水切り板２４は、主水切り板２３により遮断できなかっ
た雨水等が塀２に伝搬するのを遮断している。また、本実施形態の副水切り板２４は、笠
部１３の排水孔１３ａよりも塀２の側面２ａ側に設けられている。これにより、副水切り
板２４は、水返し板２１により堰き止められて排水孔１３ａから排水された雨水等が、塀
２に伝搬するのを遮断している。
　副水切り板２４の先端部２４ａは、上方から下方に向かって塀２から漸次離れる傾斜面
となっている。したがって、副水切り板２４は、先端部２４ａのうち塀２から離間した位
置において、雨水等を落下させることができる。
【００４３】
（笠木施工方法）
　図４は、笠木施工方法のフローチャートである。
　次に、上記のように形成された本実施形態の笠木施工用部材１０を用いた笠木施工方法
について説明をする。
　図４に示すように、笠木施工用部材１０を用いた笠木施工方法は、笠木施工用部材設置
工程Ｓ１０１と、笠木材料充填工程Ｓ１０３と、整形工程Ｓ１０５とを備えている。以下
に、各工程について説明する。
【００４４】
　図５および図６は、笠木施工方法の説明図である。
　笠木施工用部材設置工程Ｓ１０１は、第一設置工程Ｓ１０１Ａと、切断工程Ｓ１０１Ｂ
と、第二設置工程Ｓ１０１Ｃとを備えている。
　まず、図５に示すように、第一設置工程Ｓ１０１Ａを行う。第一設置工程Ｓ１０１Ａで
は、塀本体３の上端面３ｂに第一の笠木施工用部材１０Ａと、第二の笠木施工用部材１０
Ｂとを延設方向に離間して設置する。このとき、例えばコンクリートボンド等の接着剤を
用いて、塀本体３の上端面３ｂに第一の笠木施工用部材１０Ａおよび第二の笠木施工用部
材１０Ｂの天板部１１（図２参照）を接着することにより、第一の笠木施工用部材１０Ａ
と第二の笠木施工用部材１０Ｂとを設置する。
【００４５】
　続いて、切断工程Ｓ１０１Ｂを行う。切断工程Ｓ１０１Ｂでは、第一の笠木施工用部材
１０Ａと、第二の笠木施工用部材１０Ｂとの離間距離Ｄに対応して第三の笠木施工用部材
１０Ｃを切断する。これにより、長さＤを有する第三の笠木施工用部材１０Ｃを得ること
ができる。なお、図５においては、第三の笠木施工用部材１０Ｃの切断位置を破線で図示
している。
【００４６】
　続いて、図６に示すように、第二設置工程Ｓ１０１Ｃを行う。第二設置工程Ｓ１０１Ｃ
では、第一の笠木施工用部材１０Ａと、第二の笠木施工用部材１０Ｂとの間に、切断した
第三の笠木施工用部材１０Ｃを設置する。第二設置工程Ｓ１０１Ｃでは、接着剤を用いて
、塀本体３の上端面３ｂに第三の笠木施工用部材１０Ｃの天板部１１（図２参照）を接着
するとともに、クリップ２５により、第一の笠木施工用部材１０Ａおよび第二の笠木施工
用部材１０Ｂに第三の笠木施工用部材１０Ｃを係止する。
【００４７】
　続いて、笠木材料充填工程Ｓ１０３を行う。笠木材料充填工程Ｓ１０３は、上部笠木材
料充填工程Ｓ１０３Ａと、側部笠木材料充填工程Ｓ１０３Ｂとを備えている。
　まず、上部笠木材料充填工程Ｓ１０３Ａを行う。上部笠木材料充填工程Ｓ１０３Ａでは
、複数の笠木施工用部材１０の壁部１７により画成された充填領域に、上部笠木材料８ａ
（図２参照）を充填する。
　続いて、側部笠木材料充填工程Ｓ１０３Ｂを行う。側部笠木材料充填工程Ｓ１０３Ｂで
は、複数の笠木施工用部材１０の壁部１７と、笠木材料受部１９との間に、側部笠木材料
８ｂ（図２参照）を充填する。
　ここで、笠木材料充填工程Ｓ１０３では、上部笠木材料充填工程Ｓ１０３Ａを行った後
で側部笠木材料充填工程Ｓ１０３Ｂを行う。仮に、側部笠木材料充填工程Ｓ１０３Ｂを先
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に行った場合には、側部笠木材料８ｂ（図２参照）の重量により、笠木施工用部材１０が
塀本体３の上端部から脱落するおそれがあるためである。
【００４８】
　続いて、整形工程Ｓ１０５を行う。整形工程Ｓ１０５では、充填された上部笠木材料８
ａ（図２参照）の上面をコテ等で均して笠木５の上面を形成する。このとき、複数の笠木
施工用部材１０の壁部１７の先端部１７ｂにコテを当接させて移動させる。これにより、
充填された上部笠木材料８ａの上面は、複数の壁部１７の先端部１７ｂを接続して形成さ
れる仮想面に沿って平坦に形成される（図２参照）。
　また、充填された側部笠木材料８ｂ（図２参照）の側面をコテ等で均して笠木５の側面
を形成する。このとき、複数の笠木施工用部材１０の壁部１７の先端部１７ｂおよび笠木
材料受部１９の鉤部１９ａの先端部にコテを当接させて移動させる。これにより、充填さ
れた側部笠木材料８ｂの側面は、複数の笠木施工用部材１０の壁部１７の先端部および笠
木材料受部１９の鉤部１９ａの先端部を接続して形成される仮想面に沿って平坦に形成さ
れる（図２参照）。
　そして、複数の笠木施工用部材１０を埋設した状態で、上部笠木材料８ａおよび側部笠
木材料８ｂが固化することにより、笠木５が形成される。
【００４９】
　本実施形態によれば、笠側部１６の下方において下方に向かって立設された主水切り板
２３を備えているので、笠木材料受部１９の上方に形成された笠木５の側面を下方に向か
って流れる雨水が、笠木材料受部１９の下面を伝搬したあと主水切り板２３によって下方
に誘導されて落下することができる。しかも、主水切り板２３が上方から下方に向かって
、塀２の側面２ａから離れるように外側に傾斜しているので、塀２の側面２ａから離反す
るように雨水を落下させることができる。したがって、雨水等によって運ばれた塵埃が塀
２に対して線状に付着する、いわゆる雨垂れ等の発生を効果的に抑制し、塀２の汚損を抑
制することができる。
　また、天板部１１と側板部１５とにより隅部が形成されるので、この隅部と、塀本体３
の上端縁部３ｃとを合わせ、塀本体３の上端縁部３ｃに沿って天板部１１を配置すること
により、塀本体３の上端面３ｂにおいて塀本体の上端縁部３ｃに沿うように笠木施工用部
材１０を簡単に設置できる。また、塀本体３の上端縁部３ｃに沿うように笠木施工用部材
１０を設置することにより、笠木施工用部材１０の壁部１７によって笠木材料８を充填す
る領域を画成できる。したがって、型枠を設置することなく笠木材料８を充填して、笠木
を施工できる。さらに、笠木施工用部材１０は、除去されることなくそのまま笠木材料８
に埋設されるので、笠木５の強度が確保できるとともに、従来のように型枠を取り外す工
程が不要となる。したがって、簡単な施工作業で笠木５を配設できる。
【００５０】
　また、天板部１１に貫通孔１１ａを設けることにより、接着剤を用いて塀本体３の上端
面３ｂに天板部１１を配置する際に、貫通孔１１ａに接着剤が入り込むので、塀本体３の
上端面３ｂに天板部１１を強固に固定できる。したがって、笠木施工用部材１０の脱落を
防止して、笠木５の施工作業を安定して行うことができる。
【００５１】
　また、水返し板２１が塀本体３の外側に配置されているので、塀本体３の外側において
、水返し板２１よりも内側に水分が浸透するのを妨げることができる。これにより、笠木
５の内部に浸透した水分が、塀本体３に到達するのを妨げることができるので、塀本体３
の腐食を抑制できる。
【００５２】
　また、水返し板２１により浸透が妨げられた水分を排水孔１３ａから排出できるので、
水分が塀本体３に浸透するのを確実に抑制できる。
【００５３】
　また、壁部１７の端部に他の笠木施工用部材１０の壁部１７と係止可能なクリップ２５
を設けることにより、塀本体３の上端縁部３ｃに沿うように笠木施工用部材１０を設置す
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る際に、複数の笠木施工用部材１０を互いに係止して連設できる。したがって、笠木施工
用部材１０の大型化を抑制しつつ、複数の笠木施工用部材１０の壁部１７によって笠木材
料８を充填する領域を画成できる。
【００５４】
　また、笠部１３における主水切り板２３と側板部１５との間に、副水切り板２４を備え
ているので、仮に主水切り板２３よりも塀２の側面２ａ側に雨水が回りこんだとしても、
副水切り板２４によって雨水を下方に落下させることができる。したがって、雨水が笠部
１３の下面を伝搬して塀２の側面に到達するのを確実に抑制できる。とりわけ、本実施形
態の副水切り板２４は、笠部１３の排水孔１３ａよりも塀２の側面２ａ側に設けられてい
るので、水返し板２１により堰き止められて排水孔１３ａから排水された雨水等が、塀２
の側面２ａに到達するのを確実に遮断できる。
【００５５】
　また、第一の笠木施工用部材１０Ａと、第二の笠木施工用部材１０Ｂとの離間距離Ｄに
対応して第三の笠木施工用部材１０Ｃを切断する切断工程Ｓ１０１Ｂと、第一の笠木施工
用部材１０Ａと、第二の笠木施工用部材１０Ｂとの間に、切断した第三の笠木施工用部材
１０Ｃを設置する第二設置工程Ｓ１０１Ｃとを備えているので、所定の位置に第一の笠木
施工用部材１０Ａと、第二の笠木施工用部材１０Ｂとを設置しつつ、両笠木施工用部材１
０Ａ，１０Ｂの間に、第三の笠木施工用部材１０Ｃを精度よく設置できる。したがって、
複数の笠木施工用部材１０を塀本体３の上端面３ｂに連設して設置する際に、所定の位置
に複数の笠木施工用部材１０を簡単に設置できる。したがって、笠木施工用部材１０の寸
法誤差に起因する、笠木施工用部材１０の設置位置のズレを防止できるので、笠木５を精
度よく配設できる。
【００５６】
　なお、この発明の技術範囲は上記実施の形態に限られるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
【００５７】
　各実施形態では、笠木材料８としてモルタルを用いていた。しかし、笠木材料８はモル
タルに限られず、例えばコンクリートや樹脂材料等であってもよい。
【００５８】
　実施形態では、塀本体３の外側の上端縁部３ｃに沿って笠木施工用部材１０を直線状に
設置していたが、例えば塀本体３の長手方向の端部における塀本体３の上端縁部３ｃに沿
って、Ｕ字形状に笠木施工用部材１０を設置してもよい（図５における塀本体３の長手方
向の端部に設置された笠木施工用部材１０を参照。）。
　また、塀２が屈曲している場合についても同様に、屈曲した塀本体３の上端縁部３ｃに
沿って、塀本体３の内側隅部（入隅）および外側角部（出隅）に笠木施工用部材１０を設
置してもよい。
【００５９】
　笠木施工用部材１０の形状や材質等は、実施形態に限定されない。また、実施形態では
、複数の笠木施工用部材１０を連設していたが、複数の笠木施工用部材１０を一体成形し
てもよい。
　また、仕上材６により塀本体３の側面３ａを覆って塀２を形成していたが、仕上材６に
より塀本体３の側面３ａを覆うことなく塀２を形成してもよい。この場合は、塀本体３の
側面３ａが塀２の側面２ａに相当する。
　また、実施形態では、副水切り板２４を一枚形成していたが、枚数は一枚に限られるこ
とはなく、複数枚であってもよい。
【００６０】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上記した実施の形態における構成要素を周
知の構成要素に置き換えることは適宜可能である。
【符号の説明】
【００６１】
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３　塀本体
３ｂ　上端面
３ｃ　上端縁部
５　笠木
８　笠木材料
１０　笠木施工用部材
１０Ａ　第一の笠木施工用部材
１０Ｂ　第二の笠木施工用部材
１０Ｃ　第三の笠木施工用部材
１１　天板部
１１ａ　貫通孔
１３　笠部
１３ａ　排水孔
１５　側板部
１６　笠側部
１７　壁部
１７ａ　傾斜片
１９　笠木材料受部
２１　水返し板
２３　主水切り板
２４　副水切り板
２５　クリップ（係止部）
Ｓ１０１Ａ　第一設置工程
Ｓ１０１Ｂ　切断工程
Ｓ１０１Ｃ　第二設置工程
【図１】 【図２】
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